
【債】人事評価システム導入及び運用保守業務委託プロポーザル評価基準 

 

１ 目的 

  この評価基準は、【債】人事評価システム導入及び運用保守業務委託の受注予定者等

を特定するために、必要な項目を定めるものである。 

 

２ 審査方法 

  提案の参加要件を満たしている者の認定を行った後、次に掲げる審査を行う。 
 

（１）書類審査 

提出された書類のうち、業務実績表、機能要件確認表、見積書及び見積金額内

訳書により、客観評価の得点を算出する。 

（２）プレゼンテーション審査 

提出された提案書に基づくプレゼンテーション（提案内容の説明、質疑応答）

の審査を行う。なお、審査の実施順番は、参加申込書の受付順に実施する。 

 

３ 審査項目及び評価方法 

  審査における項目及び評価方法は、次のとおりとする。 

 

（１）書類審査  

評価項目 評価の視点 配点 

業務実績 
令和２年度以降における同種業務の実績について評

価する。 
80 

機能 
市が必要な機能を具備するシステムであるか評価す

る。※（3）機能評価方法参照 
200 

見積金額 
適切な範囲内での見積額であるか、他者と比べて安

価であるか評価する。 
400 

 

（２）プレゼンテーション審査 

評価項目 評価の視点 配点 

業務に対する考え

方 

市の現状の評価制度及びシステム導入の目的を理解

し、課題を解決するための適切な提案内容となって

いるか評価する。 

10×8 

導 入 実施 

体制 

業務を確実に遂行するために十分な実施体制（知識・

経験・人数）となっているか評価する。 
15×8 

計画性 本稼働に至るまで適切なスケジュールとなっている

か、進捗管理に関する方法等について評価する。 
5×8 

研修 
職員の研修に関する方針、内容等について評価する。 5×8 



導入 

支援 

効率的な人事評価実施のため、他自治体の事例や技

術的観点からの情報提供及び助言の方針等について

評価する。 

10×8 

運 用 

保 守 

サポート

体制 

保守サポート体制の基本的な方針、内容が適切なも

のとなっているか評価する。 
10×8 

障害時対

応 

システムに障害が発生した場合の対応方策が適切な

ものとなっているか評価する。 
10×8 

運用 

支援 

システムの機能改善、職員の負担軽減に資する支援

の方針等について評価する。 
10×8 

セキュリティ 
セキュリティ体制及び対策が適切に講じられている

か評価する。 
10×8 

操作性・利便性 
提案されるシステムの操作性・利便性について評価

する。 
50×8 

独自提案 本業務に係る独自提案について評価する。 25×8 

プレゼンテーショ

ン 

プレゼンテーションにおける説明や質問回答の内

容、意欲について評価する。 
5×8 

 

（３）機能評価方法 

  提出された「機能要件確認表」に基づき、次の算定式により算出された結果を評価

点数とする。 
 

 ア 機能評価算定式 

   機能評価点＝２００点×（機能要件確認表の獲得点数÷機能要件確認表の満点

〔８８５点〕） 

    ※小数点以下の端数は、小数点第１位を四捨五入して算出する。 

 イ 機能要件書における各機能の点数 

対応区分 内容 必須機能 推奨機能 

◎ 標準機能で対応可能 

※今後のバージョンアップにより標準機能

となる予定である場合を含む。 

５点 ４点 

○ 提案上限額の範囲内でのオプション又はカ

スタマイズにより対応可能 

４点 ３点 

△ 標準機能による代替運用で対応可能（提案

上限額の範囲内でのオプション又はカスタ

マイズ対応不可） 

１点 ２点 

× いずれの方法でも対応不可能 ４点減点 ０点 

  ※プレゼンテーションにより、市の意図と合致していないことが確認された場合

は、確認結果に基づき最終的な得点計算を行うこととする。 



  ※「対応区分」欄が空欄の場合は、「×」として取り扱うものとする。 

  ※重要度を「必須」としている機能項目の全てを実現できない場合であっても、企

画提案はできるものとする。 

 

（４）合計点 

書類審査           ６８０点 

プレゼンテーション審査  １，３２０点（１６５点×８名） 

合計（満点）       ２，０００点 

 

４．受注予定者等の特定 

（１）書類審査及びプレゼンテーション審査の合計得点が最も高い者を受注予定者とし、

第２位の者を次点者とする。なお、合計得点が同点の者が２者以上いるときは、プ

レゼンテーション審査の点数の高い者を優先とする。 

（２）合計得点が最も高い者であっても、合計得点が１，２００点に満たない者は受

注予定者としない。 

 


